
 

 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福 

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ

く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
条
例
第 

六
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
療
養
介
護
の
事
業
に
関
す
る
記
録
の
整
備
） 

第
三
条 

療
養
介
護
事
業
者
は
、
職
員
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

療
養
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
療
養
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、

当
該
療
養
介
護
を
提
供
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

条
例
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
介
護
計
画 

 

二 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
体
拘
束
等
の
記
録 

 

三 

条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録 

 

四 

条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
対
し
て
講
じ
た
措
置
の
記
録 

 

（
療
養
介
護
の
事
業
に
関
す
る
相
談
及
び
援
助
） 

第
四
条 

療
養
介
護
事
業
者
は
、
常
に
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的
確
な
把
握
に

努
め
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
に
必
要
な
助
言

そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
療
養
介
護
の
事
業
に
関
す
る
地
域
と
の
連
携
等
） 

第
五
条 

療
養
介
護
事
業
者
は
、
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
地
域
住
民
に
よ
る
自

発
的
な
活
動
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
な
ど
、
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
準
用
） 

第
六
条 

前
三
条
の
規
定
は
、
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第

二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
生
活
介
護
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
六
条
第

二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

２ 

前
三
条
の
規
定
は
、
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
計
画

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
三
条
の
規
定
は
、
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
計
画

」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条

例
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
三
条
の
規
定
は
、
就
労
移
行
支
援
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第

二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
就
労
移
行
支
援
計
画
」
と
、
同
項
第
二
号

中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
六

条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
六
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
条
例
第
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
三
条
の
規
定
は
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
計
画
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十

一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項

」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

６ 

前
三
条
の
規
定
は
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

条
第
二
項
第
一
号
中
「
条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
療
養
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
計
画
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
二
十
六
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十

四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項



 

」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 

附 
則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


